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利用規約 

第一章 総則 

第1条 (定義)  

本規約における用語を以下の通り定義します。 

(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいいます。  

(2)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信および音声通話サービスを提供するために卸

携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者

は、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社およびKDDI株式会社です。  

(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝

送を行うためのものをいいます。  

(4)「音声通話サービス」とは、弊社が提供する回線交換方式またはVoLTEによる通信サービスをいいま

す。 

(5)「付加機能サービス」とは、別表1(付加機能サービス)に定める付加機能サービスをいいます。 

(6)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役

務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金

算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。  



(7)「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律

第53号)に定める、聴覚や発話に困難のある方と聴覚障害者等以外の者との会話を、通話オペレーターが

手話・文字と音声を通訳することにより双方向につなぐサービスの提供の確保のための負担金に充てる

ために、契約者が負担する料金をいいます。 

(8)「契約者回線」とは、本サービスに係る契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいま

す。  

(9)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める

種類の端末設備の機器をいいます。  

(10)「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者

に対して販売した機器も含みます)をいいます。  

(11)「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事

業者をいいます。  

(12)「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービ

ス等を提供する事業者をいいます。  

(13)「国際アウトローミング」とは、国際電気通信事業者等が、本SIMカードを装着した移動無線装置

との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。なお、国際アウトローミング

は、音声通話サービスにより利用できます。  

(14)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課

税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税

される地方消費税の額をいいます。  

(15)「eSIM」とは、本サービスの提供のために契約者情報を記録できる領域であって、契約者情報を弊

社が指定する手続により通信を利用して登録できるものをいいます。 

第2条 (本サービス)  

本サービスは、弊社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインターネットに接続

する電気通信サービスです。音声通話サービスの提供を受けるプランを選択された契約者には、本サー

ビスとして、音声通話サービスをあわせて提供します。 

第3条 (本規約) 

1. 契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものと

します。 



2. 弊社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後

の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更す

ることがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。 

3. 料金表に定める国際アウトローミング利用料、国際電話サービス料金等の金額や、別表に定める

内容について、携帯電話事業者の定める内容と本規約の内容に差異がある場合、携帯電話事業者

の定める内容が適用されるものとします。 

第4条 (本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始) 

1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める

手続に従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した

時点をもって成立するものとします。 

2. 弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。 

3. 本サービスおよび付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスおよび付加機

能サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。 

第5条 (本サービスの利用申込の承諾) 

1. 成年被後見人、被保佐人または被補助人である本サービスの利用希望者は、成年後見人、保佐人

または補助人から事前に同意を得た上で、本サービスの利用を申込むものとします。 

2. 弊社は、利用希望者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、その申込を承諾し

ない場合があります。  

(1) 利用申込にあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合  

(2) 指定したクレジットカードまたは指定口座について、金融機関等により利用停止処分等を受

けている場合  

(3) 過去に、本サービスまたは弊社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けた場

合  

(4) 過去に、本サービスの利用に際し、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為

をした場合  

(5) 利用申込者が未成年である場合  

(6) 利用申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自

らの成年後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合  

(7) 不適切または不正な申込み等、本サービスまたは他者提供サービスを利用する意思のない申



込であると弊社が合理的に判断した場合 

(8) その他、業務の遂行上または技術上、支障を来たすと、弊社が合理的に判断した場合 

3. 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第26条の2に基づく契約書面の交付は、電磁的方

法によって行うものとします。契約者が希望する場合は、契約書面を別途郵送するものとしま

す。 

 

第二章 本サービス 

第6条 (本サービスの利用) 

1. 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本

サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑

をかけず、かつ損害を与えないものとします。 

2. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場

合、あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の

費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけ

ず、かつ損害を与えないものとします。 

第7条 (申込み内容の変更) 

1. 弊社は、契約者から請求があり、弊社が承諾したときは、弊社が提供するプランの変更を含む、 

本サービスの申込み内容の変更を行います。ただし、契約者がプラン変更に対応しているプラン

を契約している場合に限ります。また、利用中のプランによっては、変更できるプランが制限さ

れる場合があります。 

2. 弊社は、前項の請求があったときは、第5条（本サービスの利用申込の承諾）の規定に準じて取

り扱います。 

3. プランを変更した場合、繰り越したデータ通信量等の一部または全部が消失する場合がある事

を、契約者はあらかじめ了承するものとします。 

第8条 (通信区域) 

1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者毎に以下の通信区域の通りとします。本サービスは、

接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該



通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい

場所では、通信を行うことができない場合があります。 

○ 株式会社NTTドコモ：Xiサービス契約約款および5G通信サービス約款に定める通信サー

ビスの提供エリア。- 

○ ソフトバンク株式会社：4G通信サービス契約約款および5G通信サービス約款に定める

通信サービスの提供エリア。ただし、XGP、AXGP、TD-LTE方式を利用した通信サー

ビスは含まない 

○ KDDI株式会社：au(LTE)通信サービス契約約款およびau（5G）通信サービス契約約款

に定める通信サービスの提供エリア 

2. 前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サ

ービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 

第9条 (通信利用の制限) 

1. 弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話

事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締

結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時

的に制限することがあります。 

2. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載し

ているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載され

ている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧ま

たは当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限す

ることができるものとします。 

3. 契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。 

a. 通信が著しくふくそうしたとき。 

b. その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとな

るとき。 

c. その通信が、電子メールに係るものであって、弊社が別に定める方法により送信される

ものであるとき。 

4. 前3項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通

信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 

5. 弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮など

の通信の最適化を行うことがあります。 



6. 契約者は、本サービスのショートメッセージ通信モードにおける文字メッセージの受信時におい

て、弊社または特定の携帯電話事業者が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィ

ッシング詐欺等の危険があると弊社または特定の携帯電話事業者が判定したURLや電話番号が記

述された文字メッセージについては、受信が拒否されるよう取り扱われること（ごく稀にフィッ

シング詐欺等の危険のない文字メッセージについても受信が拒否される可能性があること）につ

いて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、弊社が別に定める方法により、こ

の取り扱いをしないよう任意で設定を変更することができます。 

第10条 (通信時間等の制限) 

1. 前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定

の地域の通信の利用を制限することがあります。 

2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合

の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必

要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先

的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関

が使用している移動無線装置（弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めた

ものに限ります）以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等への

通信を中止する措置を含みます）をとることがあります。 

3. 弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、一定期間における通信容

量が弊社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量または多数の通信があったと弊社が認め

るとき、セッションの設定が長時間継続されたと弊社が認めるとき、または同一セッション内に

大量の通信があったと弊社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがありま

す。 

4. 弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイ

ル交換（P2P）アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われ

る特定のカテゴリーのアプリケーションにおける通信について速度や通信量を制限することがあ

ります。 

5. 前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請

求することはできません。 

6. 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を

行うことがあります。 



第11条 (通信時間の測定)  

本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 

1. 通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起

算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻まで

の経過時間とし、弊社の機器（相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます）により測定し

ます。 

2. 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできな

い事由により通信を一時的に制限されたとき（第9条（通信利用の制限）により通信を一時的に

制限された場合は、その制限を通知したときとします）は、協定事業者が別途定める規定による

時間を通信時間とします。 

第12条 (通信速度等) 

1. 弊社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、

契約者が使用するSIMカード、情報通信機器（端末機器を含む）、ネットワーク環境、その他の

理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。 

2. 弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。 

3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等

が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。 

第13条 (音声通話サービス)  

1. 弊社は、音声通話サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換方式また

はVoLTE方式による音声通話サービスを提供します。携帯電話事業者が株式会社NTTドコモま

たはソフトバンク株式会社の場合は回線交換方式およびVoLTE方式の両方を、KDDI株式会社の

場合はVoLTE方式による音声通話サービスを、それぞれ提供します。 

2. 音声通話サービスには、次の種類があります。 

a. 通話モード：回線交換方式により主としておおむね3kHzの帯域の音声その他の音響の伝

送を行うためのもの。またはVoLTEにより音声その他の音響の伝送を行うためのもの。 

b. ショートメッセージ通信モード：制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の

伝送（弊社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。）を行うためのも

の。 



第14条 (プレフィックス番号自動付与音声通話サービス) 

1. 弊社は、音声通話プランの契約者に対し、プレフィックス番号自動付与音声サービスを提供しま

す。 

2. 弊社のプレフィックス番号自動付与音声通話サービスには次の種類があります。 

a. 通常通話：契約者回線に係る電話番号から通信の相手先に係る直加入電話設備等（弊社

が別に定めるものに限ります）の電話番号に弊社が付与した番号（0037-692とし、以下

「プレフィックス番号」といいます）を前置きして行う通信を、弊社の指定する装置に

いったん着信させた後に接続する機能であって、弊社が別途定める料金額を契約者に課

金するサービス。 

b. 通話定額オプション：契約者が別途付加サービスの申込をした場合に、弊社が別途定め

る1の通信につき別途弊社が定める接続時間分について定額で利用できるサービス。 

3. プレフィックス番号自動付与音声通話サービスには、料金表に定める料金品目があります。 

4. プレフィックス番号自動付与音声通話サービスの提供区間は、相互接続点と弊社が別途指定する

電気通信設備との間または弊社が別途指定する電気通信設備と弊社が別途定める者により設置さ

れる電気通信設備との接続点との間とします。協定事業者の区間は協定事業者の役務によるもの

とし、協定事業者の接続約款にて提供されます。 

5. プレフィックス番号自動付与音声通話サービスは、対応プランの契約1つにつき、一つの契約を

締結します。なお、プレフィックス番号自動付与音声通話サービスについては、対応プランに自

動的に付帯するものとします。 

6. 契約者が別の番号を前置きして発信した場合、プレフィックス番号自動付与音声通話サービスに

優先して契約者が前置きした番号にて発信されるものとします。この場合および発信先がプレフ

ィックス番号自動付与音声通話サービスで発信できない番号である場合を除き、国内通話につい

てプレフィックス番号自動付与音声通話サービスを使用して発信されるものとします。 

第15条 (契約者識別番号の付与) 

1. 弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対し

て1つ付与します。弊社は、一の契約回線に対して契約者識別番号を1つ付与します。 

2. 本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求

することはできません。 



第16条 (音声通話サービスの携帯電話・PHS番号ポータビリティ)  

音声通話サービスの提供を受ける契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティ（電話番号を変更する

ことなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします）

の適用を希望する場合は、弊社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。 

第17条 (音声通話サービスの禁止行為)  

音声通話サービスの提供を受ける契約者は、音声通話サービスを利用するにあたり、以下の行為を行っ

てはならないものとします。本条は、第49条（禁止事項）において禁止する行為に加えて、音声通話サ

ービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。 

1. 故意に多数の不完了呼（通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます）を発生さ

せ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為 

2. 第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど音声通

話サービスに支障をきたすおそれのある行為、音声通話サービスの運営を妨げる行為 

3. 音声通話サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動

電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧

誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為 

4. 音声通話サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしく

は録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為 

5. 通話定額オプションにおいては、次の行為についても禁止とし、当該行為に該当すると弊社が認

めた場合、通話定額オプションの適用対象外とし、通話時間に応じた通話料が発生するものとし

ます。 

(ア) 通信の媒介、転送機能の利用、または弊社以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接

続などで通信による直接収入を得る目的で利用する行為 

(イ) ソフトウェアやコンピュータプログラミングなどを用いて自動的に発信する行為 

(ウ) 通話以外の用途において利用する行為 

(エ) 音声携帯電話の一般的な利用形態を逸脱して通話を利用する行為 

(オ) その他不適切な通話の利用または不正に利益を得る目的で通話を利用する行為 



第18条 (音声通話サービスにおける国際アウトローミングの利用等)  

1. 音声通話サービスの提供を受ける契約者のうち、国際アウトローミングに対応したプランの契約

者は、弊社に申込み、弊社の承諾を得たときは、音声通話サービスにおいて、国際アウトローミ

ングを利用することができます。 

2. 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したとき（契約者以外の者が契約者回

線を利用したときを含みます）は、料金表第2表（国際アウトローミング利用料）に定める国際

アウトローミング利用料の支払を要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の

算定に係る通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通

信事業者または弊社の機器により測定します。 

3. 外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等

電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 

4. 第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、または電気通信

設備の保守上もしく工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができま

せん。 

5. 前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国の電気

通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 

6. 弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の一料金月における累計額

（弊社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に弊社に

支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます）について、限度額

（以下この条において「利用停止目安額」といいます）を設定する場合があります。 

7. 弊社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを弊社が確認し

たときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。 

8. 弊社は、前2項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミングの利用に係る額

が利用停止目安額を超えたときを弊社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの

間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。 

9. 契約者は、国際アウトローミング利用料の支払を要します。利用停止目安額が設定された場合で

あっても、利用停止目安額を超過した分の国際アウトローミング利用料については支払いを要し

ます。 

10. 弊社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害額については、第40

条（本サービスの利用不能による損害）の規定に該当する場合に限り、その規定（損害賠償額の

算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます）により責任を負うものとし、その他の損害

については一切の責任を負いません。 



11. 国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、別表6（国際アウトローミング

に係る外国の電気通信事業者）、別表7（国際電話サービス取扱地域）、料金表第2表（国際アウ

トローミング利用料）に定めるところによります。 

第19条 (国際電気通信事業者等への音声通話サービスの契約者情報の通知) 

弊社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、音声通話サービスの提供を受ける契約者の氏

名、住所、契約者識別番号および生年月日等を当該事業者に通知することがあります。 

 

第三章 端末機器およびSIMカード 

第20条 (端末機器利用に係る契約者の義務) 

1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準（以下「技術基

準」といいます）に適合するよう維持するものとします。 

2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。  

a. 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の

導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する

必要があるときはこの限りではありません。 

b. 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行

わないこと。 

c. 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しな

いこと。 

第21条 (本SIMカード) 

1. 本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは弊社が契約者に貸与す

るものであり、譲渡するものではありません。 

2. 契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 

3. 契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたり、

その他本サービスの利用以外の目的のために本SIMカードを使用してはならないものとします。

本項の規定は、本サービスの利用契約終了後も有効に存続するものとします。 



4. 契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が

負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカード

の使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担と

します。 

5. 契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連

絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 

6. 本SIMカードを契約者が受領した時点で故障していた場合（初期不良である場合）に限り、弊社

の負担において本SIMカードの修理または交換（種別の異なるSIMカードの交換はできないもの

とします。以下同じとします）をする義務を負います。 

7. 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消

去してはならないものとします。 

8. 契約者は、本SIMカードに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀

損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本SIMカードが故障した場合は、その修

理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。 

9. 契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うもの

とします。 

10. 契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提

供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる

場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、弊社、

携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うもの

とします。 

第22条 (切替) 

1. 契約者は、弊社が別途定める手続に従い、本SIMカードの切替（SIMカードからeSIMへの切替と

します。以下同じとします）の申込を行うことができるものとします。 

2. 本SIMカードの切替に際して、契約者が切替後の本SIMカードを受領しない場合、別途弊社の指

定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。 

第23条 (契約者識別番号の登録等)  

弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更また

は消去（以下「契約者識別番号の登録等」といいます）を行います。 

1. 本SIMカードを貸与するとき。 



2. その他本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があっ

たとき。  

3. その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。 

第24条 (ID等の管理) 

1. 契約者は、IDおよびパスワード等、本SIMカードを利用するために必要な情報（以下「ID等」

といいます）の管理責任を負うものとします。 

2. 契約者は、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならな

いものとします。 

3. 契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担する

ものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生

した本サービスの料金等については、係る第三者によるID等の使用が弊社の責に帰すべき事由に

より行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします。 

4. 契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者に使用されていることが判明した場

合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとし

ます。 

5. 契約者は、契約者のID等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生

じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により契約者のID等を変更することがあるこ

とをあらかじめ承諾するものとします。 

第25条 (自営端末機器) 

1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任

において準備および維持するものとします。 

2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営

端末機器での本サービスの利用をできないものとします。 

3. 弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わな

いものとします。 

 

第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除 



第26条 (提供の中断) 

1. 弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 

a. 電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。  

b. 第9条（通信利用の制限）または第10条（通信時間等の制限）により通信利用を制限す

るとき。  

c. 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 

2. 弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部

のご返金はいたしません。 

第27条 (契約者からの請求による利用の一時中断) 

1. 弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断

（その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま

す）を行います。 

2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請

求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。 

3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続は、請求を受付けてから一

定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続完了までに生じた利用料金は、

契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。 

4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金（月額基本料、ユニバーサルサ

ービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス等の月額料）は発生します。 

第28条 (利用停止) 

1. 弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊

社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。 

a. 契約者について、第5条第2項各号に該当したとき。 

b. 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき

（弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社

がその支払の事実を確認できないときを含みます）。 

c. 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したと

き。 

d. 契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更に係る届出を

怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。  



e. 第53条（契約者確認、本人確認書類等）に定める契約者確認に応じないとき。 

f. 第49条（禁止事項）に定める禁止行為を行ったとき。 

g. 第25条（自営端末機器）の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端

末機器で利用したとき。  

h. 弊社の業務または本サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼす

おそれのある行為が行われたとき。  

i. 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 

j. 本サービスが違法な態様で使用されたとき。 

k. 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立ても

しくは特別清算開始の申立てがあったとき。 

l. 契約者が死亡したとき。 

m. 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。 

2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金（月額基本料、ユニバ

ーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス（有料サービス）等の月額

料）は発生します。 

3. 弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全

部または一部のご返金はいたしません。 

第29条 (弊社による利用契約の解除) 

1. 弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消

しない場合には、その利用契約を解除することがあります。 

2. 弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の

遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用

契約を解除することがあります。 

第30条 (期限の利益)  

第28条（利用停止）、第29条（弊社による利用契約の解除）の規定に基づき、本サービスの提供が停止

または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、係る本サービ

スの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する弊社に対

する債務の全額を、弊社の指示する方法で一括して支払うものとします。 



第31条 (解約) 

1. 契約者は、弊社が別途定める手続に従い、本サービスの利用契約を解約（携帯電話・PHS番号ポ

ータビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同じとします）することができるもの

とします。 

2. 前項に定める解約手続に基づく本サービスの提供終了時点は、当該解約手続が完了した月の末日

とします。 

3. 前項の定めにかかわらず、携帯電話・PHS番号ポータビリティによる電話番号の転出の場合は、

本サービスの提供終了時点は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となりま

す。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。 

4. 本SIMカードの修理または交換に際して、受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日を

もって本サービスは解約されるものとします。 

 

第五章 料金 

第32条 (料金) 

1. 弊社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通信料、手続に関する料金およびユニバーサ

ルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、別途弊社が定める料金表に定め

るところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。 

2. 国際アウトローミングの利用に係る料金（以下「国際アウトローミング利用料」といいます）

は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は国際アウトローミング利

用料について支払う義務を負うものとします。 

第33条 (基本使用料等の支払義務) 

1. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解

除があった日が属する月の末日までの期間について、料金表第1表第1（月額基本使用料）、第2

（付加機能サービス料）、第5（ユニバーサルサービス料）、第6（電話リレーサービス料）に規

定する料金の支払いを要します。 

2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができな

い状態が生じたときの基本使用料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料（以下

「基本使用料等」といいます）の支払いは次のとおりとします。 



a. 利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料

等の支払を要します。 

b. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支

払を要します。 

 

3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還

します。 

第34条 (通信料の算定) 

1. 本サービスの契約者は、次の通信について、第11条（通信時間等の測定）の規定により測定した

通信時間、情報量または通信回線と料金表第1表第3（通話料・通信料）の規定とに基づいて算定

した料金の支払いを要します。 

区別 

１ 音声通話サービス 契約者回線から行った通信（その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を 

含みます。以下同じとします） 

２ ワイヤレスデータ通信 ア 契約者回線から行った通信 

イ 契約者回線へ着信した通信 

2. 契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができな

かった場合は、料金表第1表第3（通話料・通信料）の規定に基づいて算定した料金額の支払いを

要します。 

事由 支払を要しない料金 

契約者の責めによらない理由により、本サービスを全

く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備に

よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな

い状態と同程度の状態となる場合を含みます）が生じ

た場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算し

て、24時間以上その状態が連続したとき 

そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかっ

た時間（24時間の倍数である部分に限ります）につ

いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応

する本サービスについての料金 



第35条 (手続に関する料金の支払義務)  

契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金

表第1表第4（手続に関する料金）に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続

の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既

にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。 

第36条 (料金の計算等)  

料金の計算方法および料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。 

第37条 (割増金)  

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を

加算しない額とします）の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の規定により消費税相

当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額）を割増金として支

払っていただきます。 

第38条 (延滞利息)  

契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます）について支払期日を経過してもなお支払いがない

場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た

額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いが

あった場合には、この限りではありません。 

第39条 (料金等の変更)  

弊社は、弊社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびそ

の支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の

変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることが

できるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起

算して8日以内に、契約者は本サービスの利用の終了を申し入れることができるものとします。

 

第六章 損害賠償 



第40条 (本サービスの利用不能による損害) 

1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をし

なかったときは、本サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全て

の通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下

この条において同じとします）にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その

状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した

時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります）について、24時間ご

とに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損

害とみなしその額に限って日割りにて賠償します。 

a. 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス

（有料サービス）等の月額料 

b. 通信料（本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 

6料金月の1日当たりの平均通信料（前6料金月の実績を把握することが困難な場合に

は、弊社が別に定める方法により算出した額）により算出します） 

3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用

しません。 

（注）本条第2項b.に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サー

ビスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信

料とします。 

第41条 (免責) 

1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消

失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な

過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。 

2. 弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造等を要することとなる場合であっても、その

費用については負担しません。 

第42条 (損害賠償額の上限)  

弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に

現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当



該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社、弊社の代表者または弊社の使用する者

の故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。 

 

第七章 保守 

第43条 (弊社の維持責任)  

弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和60年郵政省令第30号）に適合するよう維

持します。 

第44条 (契約者の維持責任)  

1. 契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および無線設備規則に適合するよう維持して

いただきます。 

2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器（移動無線装置に限ります）を無線設備規則に

適合するよう維持していただきます。 

第45条 (契約者の切分責任)  

契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通

信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊

社に修理の請求をしていただきます。 

第46条 (修理または復旧) 

1. 弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、また

は復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありませ

ん。 

2. 前項の場合において、弊社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、別表

3に定める電気通信設備を優先して修理または復旧します。また、この場合において、故障また

は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。 



第47条 (保証の限界) 

1. 弊社は、弊社の電気通信設備を除き、電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできませ

ん。 

2. 弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラク

チャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準

をもっては本サービスに契約不適合の状態が一切ないことを保証することはできません。 

第48条 (サポート) 

1. 弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供しま

す。  

2. 弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップ

グレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。 

 

第八章 雑則 

第49条（禁止事項） 

契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 

1. 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。 

2. 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。 

3. 差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。 

4. 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為 

5. 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしく

は表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは

販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。 

6. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を

行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。 

7. 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行

う行為。 

8. 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。 



9. 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または

消去する行為。 

10. 公職選挙法に違反する行為。 

11. 本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的

とする行為。 

12. 本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。 

13. 無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契

約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくは

その虞のあるメール（嫌がらせメール）を送信する行為。 

14. コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支

援、宣伝もしくは推奨する行為。 

15. 他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。 

16. 違法行為（違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、

公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません）を行わせ、請け負い、仲介

しまたは誘引（他人に依頼することを含みます）する行為。 

17. 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の契約者もしくは第三者に危害のおよぶおそれ

の高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 

18. Webサイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属

する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。 

19. 法令もしくは公序良俗（売春、暴力、残虐等）に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不

利益を与える行為。 

20. 前各号に定める行為を助長する行為。 

21. 前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する行為。 

22. その他、弊社が不適切と合理的に判断する行為。 

第50条（発信者番号通知等） 

1. 契約者回線からの通信（弊社が別に定める相互接続通信を除きます）については、その契約者識

別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。 

2. 前項の規定にかかわらず、発信者は弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないこ

とができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断し

た場合には、契約者識別番号が通知されます。 

3. 契約者回線への通信（弊社が別に定めるものに限ります）であって、発信者番号（発信に係る契

約者回線等または他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします）が通知されない



通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発

信者に通知することができます。 

4. 弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生す

る損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責

任を負います。 

第51条（位置情報の送出） 

１．携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線

との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法によ

り位置情報（その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。

以下この条において同じとします）の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への

位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、

契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 

２．前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報（弊

社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、こ

の条において同じとします）を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出すること

を、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情

報を受信できないときは、この限りではありません。 

３．弊社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如

何によらず、一切の責任を負わないものとします。 

第52条（情報の収集） 

弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用

することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分

な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。  

第53条（契約者確認、本人確認書類等） 

１．弊社は、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、

本条において同様とします）を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行う

ことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるもの

とします。 

２．弊社は、前項に定める契約者確認とは別途、利用申込にあたり、契約者の本人確認の用に

供するために受領した本人特定事項に関する身分証明書等（以下、「本人確認書類等」と



いいます。）について、発行元の機関に対して照会を行うなど、弊社が必要と考える措置

を講じる場合があり、契約者はこれを承諾するものとします。なお、本項でいう本人確認

書類等の照会については、例えば自動車運転免許証については、警視庁、または各道府県

の国家公安委員会に対して、契約者より弊社が提出を受けた自動車運転免許証の控え（ハ

ードコピー、またはソフトコピー）を提供することによって行い、その際、警察庁所管の

警察職員等の捜査機関を介する場合を含みます。  

第54条（契約者情報の取り扱い） 

１．本サービスの利用希望者は、第4条（本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用

開始）の諸手続において、弊社からの契約者情報（氏名、住所、生年月日および契約者識別

番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とし

ます）の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、

当該利用希望者個人を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得するこ

とはありません。 

２．契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、弊社が別途指

示する方法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。 

３．弊社は、契約者情報および履歴情報（弊社に記録される契約者による本サービスの利用履

歴および弊社のWebサイトにアクセスする前に契約者または利用申込者が閲覧している広

告に関連する履歴（閲覧日や広告掲載サイト等）をいいます。以下、本条において同様と

します）を、プライバシーポリシー（https://www.baystars.co.jp/privacy/）に基づき、

個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで善良なる管理者としての注

意を払って管理いたします。 

４．契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、弊

社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。 

５．契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下

の各号に定める目的のために、第1号乃至第3号に定める場合においては利用、第4号乃至

第10号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するも

のとします。 

（1）弊社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目

的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。 

（2）弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝また

はその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等によ

https://www.baystars.co.jp/privacy/


り連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のWebサイト上その他契約者

の情報端末機器の画面上に表示する場合。 

（3）弊社が、本サービスに関する広告効果を測定する目的で、履歴情報のうち弊社の提

携先等第三者から取得した、弊社のWebサイトにアクセスする前に契約者または利

用申込者が閲覧している広告に関連する履歴（閲覧日や広告掲載サイト等）と契約

者情報とを照合する場合。 

（4）弊社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、

個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。 

（5）法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。 

（6）第32条（料金）に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。

なお、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が

閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供

します。 

（7）クレジットカードその他決済手段の第三者による不正使用の脅威を特定し、かかる脅

威から契約者および弊社を保護する目的での分析および対策を実施する場合。な

お、この場合において、契約者の決済手段がクレジットカードの場合には、弊社

は、契約者情報および履歴情報の一部を契約者が利用しているクレジットカード会

社に提供します。契約者が利用しているクレジットカード会社が外国にある場合、

契約者情報および履歴情報の一部が、クレジットカード会社の所在する国・地域に

移転される場合があります。弊社では、契約者情報および履歴情報の一部からは、

ご利用のクレジットカード会社および当該クレジットカード会社が所在する国・地

域を特定することができないため、以下の個人情報保護措置に関する情報を把握し

て、ご提供することはできません。 

・クレジットカード会社が所在する国・地域の名称 

・当該国・地域の個人情報保護制度に関する情報 

・クレジットカード会社の個人情報保護の措置 

※各国・地域における個人情報保護制度に関する情報は、以下のページをご確認くださ

い。 

（https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/） 

（8）本人確認を行う目的で株式会社Liquid（https://liquidinc.asia/about/）に提供する場

合。なお、この場合、弊社は、当該契約者情報に、暗号化等、株式会社Liquidを除

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/
https://liquidinc.asia/about/


く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該本人確認に必要な契約者情報のみを

株式会社Liquidに提供します。 

（9）契約者から事前に同意を得た場合。 

６．前項第2号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての弊社

からの情報の提供や問合せの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるも

のとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊

社からの情報の提供や問合せが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合に

は、この限りではないものとします。 

７．契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める

手続に従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。なお、婚姻その他法令に

より氏名の変更が認められている場合を除き、契約者が、弊社に登録した自らの氏名を変

更することはできないものとします。 

８．弊社は、契約者情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止もしくは消去、契約者情報の

利用目的の通知、第三者への提供の停止、または第三者提供記録に関する契約者情報の開

示等の請求手続の問合せについては、本則の末尾に定める個人情報取扱窓口にて受付ける

ものとします。 

９．弊社は、前項に定める以外の契約者からの契約者情報または履歴情報に関しての問合せに

ついては、本則の末尾に定めるお問合せ窓口にて受付けるものとします。 

第55条（他の電気通信事業者への情報の通知） 

１．契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じ

ない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約

者識別番号、生年月日および支払状況等の情報（契約者を特定するために必要なものおよび

支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります）を当該事業者に通知す

ることにあらかじめ同意するものとします。 

２．前項の規定によるほか、契約者は、弊社が、携帯電話・PHS番号ポータビリティにかかる

携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等の情

報（携帯電話・PHS番号ポータビリティにかかる手続のために必要なものに限ります）を

当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。  



第56条（相互接続番号案内） 

音声通話サービスの提供を受ける契約者は、弊社が別に定める協定事業者（以下「番号案内事業

者」といいます）が提供する電話番号等の案内（以下「相互接続番号案内」といいます）を利用す

ることができます。 

（注）本条に規定する番号案内事業者は、携帯電話事業者が株式会社NTTドコモの場合は

東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社、ソフトバンク株式会社の

場合はジェイエムエス・ユナイテッド株式会社、KDDI株式会社の場合は株式会社

KDDIエボルバとします。 

第57条（番号案内料等の支払義務等） 

1. 相互接続番号案内を利用した契約者回線（その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合

を含みます）の契約者は、料金表第3表（番号案内料等）に規定する番号案内料および相互接

続番号案内への接続に係る通信料（以下「番号案内接続通信料」といいます）の支払いを要

します。 

2. 番号案内料および番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ず

るものとします。この場合において、番号案内料および番号案内接続通信料については、通

信料とみなして取り扱います。 

第58条（時報サービス） 

1. 音声通話サービスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サービスを利用すること

ができます。 

2. 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。 

3. 時報サービスは、一の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、

６分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。 

4. 契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を弊社が別に

定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。 

（注）本条に規定する協定事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社としま

す。 

第59条（本サービスの廃止） 

1. 弊社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。 

2. 弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。 



第60条（本サービスの技術仕様等の変更等） 

弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴

い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、そ

の改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。 

第61条（譲渡禁止） 

契約者は、契約者たる地位並びに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を

得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。 

  

第62条（分離性） 

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性は

その影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。 

  

第63条（協議） 

弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をも

って協議のうえ解決するものとします。 

第64条（合意管轄） 

契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とします。 

第65条（準拠法） 

本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。 

 

 

国際電話サービスご利用規約 

第一章 総則 



第1条 (規約の適用) 

弊社は、国際電気通信連合憲章（平成7年条約第2号）、国際電気通信連合条約（平成7年条約第3号）、

条約附属国際電気通信規則（平成2年6月郵政省告示第408号）、国際海事衛星機構（インマルサット）に

関する条約（昭和54年条約第5号）および電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「事業法」といい

ます。）その他の法令の規定によるほか、この国際電話サービスご利用規約（以下「本規約」といいま

す）により国際電話サービス（弊社が本規約以外の提供条件により提供するものを除きます。）を提供

します。 

第2条 (規約の変更)  

弊社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容

相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更することがあり

ます。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。 

第3条 (定義)  

本規約における用語を以下の通り定義します。 

(1)「国際電話サービス」とは、本邦と外国（インマルサットシステム移動地球局（海事衛星通信を取扱

う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします）および弊社が別に定める

電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話（以下「特定衛星携帯電話」といいます）を含

みます）との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービスをいいます。  

(2)「SIMサービス」とは、弊社が「BAY☆MOBILE利用規約」により提供するSIMサービスのうち、国

際電話サービスを利用できるコース・プランをいいます。 

(3)「消費税相当額」とは、消費税法（昭和63年法律第108号）および同法に関する法令の規定に基づき

課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年法律第226号）および同法に関する法令の規定に基づき

課税される地方消費税の額をいいます。 



第4条 (国際電話サービスの提供) 

国際電話サービスは、SIMサービスの契約者回線からの利用に限り提供します。 

第5条 (通話以外の通信の取扱い)  

国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。 

第6条 (外国における取扱制限) 

国際電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により

制限されることがあります。 

 

第二章 契約 

第7条 (契約の単位)  

弊社は、SIMサービスの契約者識別番号1番号ごとに一の国際電話契約を締結します。この場合、契約者

は、一の国際電話契約につき1人に限ります。 

第8条 (国際電話契約の締結) 

1. 国際電話サービスの利用契約は、SIMサービスに係る契約の契約者が本規約に同意のうえで、弊

社が別途定める手続に従い国際電話サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を国際電話サー

ビスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、そのSIMサービスにて国際ローミング機能の提供を受けることとなっ

たときは、そのSIMサービスの契約者は、弊社と国際電話契約を締結したこととなります。ただ

し、本邦からの発信に係るサービスについては、別途弊社への利用申込が必要になります。 



第9条 (契約者が行う国際電話契約の解除)  

契約者は、国際電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ弊社に対し、弊社が定める

方法により通知していただきます。ただし、そのSIMサービスにて当該規約の規定に基づき国際ローミ

ング機能の提供を受けているときは、国際電話契約のみの解除はできません。 

第10条 (弊社が行う国際電話契約の解除) 

1. 弊社は、第12条(利用停止)第1項の規定により国際電話サービスの提供を停止された契約者が、

なおその事実を解消しない場合は、その国際電話契約を解除することがあります。 

2. 弊社は、契約者が第12条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が

弊社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、国際電話サービスの利用停止

をしないでその国際電話契約を解除することがあります。 

3. 弊社は前2項の規定によるほか、その国際電話サービスに係るSIMサービスについて、契約の解

除があったとき等は、その国際電話契約を解除することがあります。 

a. その国際電話サービスに係るSIMサービスについて、契約の解除があったとき（弊社が

別に定める場合を除きます）。 

b. 第8条（国際電話契約の締結）第2項の規定により国際電話契約を締結している場合にお

いて、国際ローミング機能の廃止があったとき。 

 

第三章 提供の中断等 

第11条 (提供の中断)  

弊社は、次の場合には、国際電話サービスの提供を中断することがあります。 

1. 電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

2. 第17条（通話利用の制限）の規定により、通話利用を中止するとき。 

3. 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 

第12条 (利用停止)  

弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その国際電話サービスの提供を

停止することがあります。 



1. 国際電話サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（弊

社が定める方法による支払いのないとき、および支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事

実を確認できないときを含みます）。 

2. 国際電話サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 

3. 契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠った

とき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 

4. 弊社の業務または国際電話サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼす

おそれのある行為が行われたとき。 

5. 国際電話サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 

6. 国際電話サービスが違法な態様で使用されたとき。 

7. 前各号のほか、本規約またはサービスご利用規約の定めに違反する行為が行われたとき。 

第13条 (利用限度額の設定)  

1. 弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際電話サービスの通話料（通話料に合算して請求する料金

を含み、国際ローミング機能に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします）

の一の料金月（一の暦月の起算日（弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定日をいいます）から次

の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします）における累計額について、 限

度額（以下「利用限度額」といいます）を設定することがあります。 

2. 利用限度額は、2万円の範囲内で弊社が定める額とします。 

3. 契約者は、第1項に規定する通話料の一の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを弊

社が確認したときから、当該料金月の末日までの間（当該料金月の末日までの間に料金の支払い

によってその累計額が利用限度額を下回るときは、その料金が支払われるまでの間）、国際電話

サービスを利用することはできません。 

4. 契約者は、第1項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、前項の利用限度額を超

えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。 

5. 弊社は、契約者からの申出があった場合であって、弊社が定める基準に適合するときは、第1項

および第2項の利用限度額の解除または利用限度額の変更を行うことがあります。 

6. 弊社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第1項および第2項の利用限

度額の設定または設定された利用限度額をより低額の限度額への変更を行うことがあります。 

 

第四章 通話 



第14条 (通話の取扱い) 

1. 国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話（通話の相手までの接続が交換取扱者

を介さずに自動的に行われる通話をいいます）に限り行うことができます。 

2. 第8条（国際電話契約の締結）第2項の規定により国際電話契約を締結しているときは、国際ロー

ミング機能に係る通話に限り行うことができます。ただし、契約者から国際ローミング機能に係

る通話以外の通話の利用に関する申出があったときは、この限りでありません。 

第15条 (取扱地域等) 

1. 通話を取り扱う地域は、別表の通りとします。ただし、弊社の業務運営上その他のやむを得ない

理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。 

2. 国際電話サービスに係る通話は、SIMサービスに係る移動無線装置が、当該規約に規定する営業

区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、

地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことが

できない場合があります。 

第16条 (SIM サービスが利用できない場合の取扱い)  

国際電話サービスに係るSIMサービスが利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないとき

は、国際電話サービスは利用できません。 

第17条 (通話利用の制限) 

弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続す

ることができなくなったときは、電気通信事業法施行規則第56条第1号に掲げる機関からの通話（弊社が

それらの機関との協議により定めたものに限ります）以外の通話の利用を中止する措置をとることがあ

ります。 

第18条 (通話の切断)  

弊社は、通話中にSIMサービスに係る電波状況が著しく悪化したときまたは専用回線等接続サービスに

おける専用回線等に係る接続点との間において一定時間データが伝送されていないとき若しくは一定時

間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。 



第19条 (通話時間の測定等)  

通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者の通話終了の信号を受けてそ

の通話をできない状態にした時刻（前条の規定により弊社が通話を切断したときは、その時刻としま

す）までの経過時間とし、弊社の機器（協定事業者の機器を含みます、以下、同じとします）により測

定します。 

（注）取扱地域によって、通話できる状態となる前の時刻から起算して通話時間の測定を行う場合があ

ります。 

 

第五章 料金等 

第20条 (料金)  

弊社が提供する国際電話サービスに関する料金は、料金表第4表第1(通話料)に規定する通話料としま

す。 

第21条 (通話料の支払義務) 

1. 契約者は、国際電話サービスに係る通話（契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条

において同じとします）について、第19条（通話時間の測定等）の規定により測定した通話時間

と料金表第4表第1（通話料）の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 

2. 契約者は、国際電話サービスに係る通話に関する料金について、弊社の機器の故障等により正し

く算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。こ

の場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとしま

す。 

a. 過去1年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することが

できなかった日の初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判

断して機器の故障等があったと認められる日）の属する料金月の前12料金月の各料金月

における1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た

額 

b. a以外の場合把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の

通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 



第22条 (料金の計算方法等)  

料金の計算方法および料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。 

第23条 (割増金)  

契約は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を

割増金として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。 

第24条 (延滞利息)  

契約者は、料金その他の債務（第25条（債権の譲渡等）の規定により、弊社が請求事業者（第25条に規

定するものをいいます。）へ譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。）について支払期日を経過し

てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6％

の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が別に定める方法により支払っていただきます。ただ

し、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。 

第25条 (債権の譲渡等) 

1. 契約者は、弊社が国際電話サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、弊社が定める第三者

（以下「請求事業者」といいます）に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場

合において、弊社および請求事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略する

ものとします。 

2. 契約者は、弊社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所お

よび契約者識別番号等の情報（請求事業者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であっ

て、弊社が別に定めるものに限ります）並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード

番号および第12条（利用停止）の規定に基づきその国際電話サービスの提供を停止しているとき

はその内容等の情報（請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、弊社が別に定め

るものに限ります）を弊社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものと

します。 

3. 契約者は、弊社が第１項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報（請求事業者への

支払状況に関するものであって、弊社が定めるものに限ります）を請求事業者が弊社に提供する

場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

 



第六章 損害賠償 

第26条 (責任の制限) 

1. 弊社は、国際電話サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提

供をしなかったときは、その国際電話サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通

信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合

を含みます。以下この条において同じとします）にあることを弊社が認知した時刻から起算し

て、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

2. 前項の場合において、弊社は、国際電話サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認

知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります）について、24

時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金額（料金表第4表第1（通話料）に規定する料

金（国際電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金

月の1日当たりの平均通話料（前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定

める方法により算出した額）により算出した額とします））を発生した損害とみなし、その額に

限って賠償します。 

3. 弊社の故意または重大な過失により国際電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定

は適用しません。 

（注）本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サ

ービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通

信料とします。 

 

 

料金表 

通則 (料金の計算方法等) 

1. 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含む額（以下「税込額」といいます）で料金を定

めます。 

2. 基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従ってお計算します。 



3. 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五

入します。 

4. 契約者は、所定の支払期日までに、弊社が指定する場所においてまたは送金により支払っていた

だきます。 

5. 第32条、第33条、第34条、第35条の規定等により支払いを要する額は、税込額とします。ただ

し、国際SMS、国際アウトローミング利用料、および国際通話料についてはこの限りではありま

せん。 

第1表 料金表 

第1 月額基本使用料（音声通話+データ通信） 

データ容量 月額基本使用料(税込) 

5GB 1,760円 

20GB 2,178円 

50GB 3,960円 

※各回線（ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線）共通料金。 

※料金月における累計の通信データ量が利用可能通信容量に達した場合、当該当日以降の通信速度を200

Kbpsに制限させていただきます。 

※ソフトバンク回線は国際アウトローミングが利用できません。 

※最低利用期間の設定はありません。 

※契約開始月の基本使用料は日割り計算を行います。 

 

第2 付加機能サービス料 

対象回線 項目 単位 月額基本使用料(税込) 

ドコモ回線 留守番電話サービス 1契約ごと 330円 

ドコモ回線 キャッチホン 1契約ごと 220円 

ドコモ回線 転送でんわサービス 1契約ごと 無料 

ドコモ回線 国際ローミング 1契約ごと 無料 

ドコモ回線 国際電話・国際SMS 1契約ごと 無料 

ドコモ回線 5Gオプション 1契約ごと 無料 

ソフトバンク回線 留守番電話プラス 1契約ごと 330円 

ソフトバンク回線 割込通話 1契約ごと 220円 



対象回線 項目 単位 月額基本使用料(税込) 

ソフトバンク回線 ナンバーブロック 1契約ごと 110円 

ソフトバンク回線 5Gオプション 1契約ごと 無料 

au回線 お留守番サービスEX 1契約ごと 330円 

au回線 割込通話サービス 1契約ごと 220円 

au回線 三者通話 1契約ごと 220円 

au回線 迷惑電話撃退サービス 1契約ごと 110円 

au回線 国際ローミング 1契約ごと 無料 

au回線 国際電話・国際SMS 1契約ごと 無料 

au回線 5Gオプション 1契約ごと 無料 

au回線 迷惑SMSフィルタ削除 1契約ごと 無料 

共通 5分定額通話オプション 1契約ごと 550円 

共通 10分定額通話オプション 1契約ごと 935円 

共通 完全定額通話オプション 1契約ごと 1,650円 

共通 i-フィルター for マルチデバイス 1契約ごと 396円 

 

※5分定額通話オプション、10分定額通話オプションの超過分料金は9.9円(税込)/30秒となります。 

※定額通話オプションにおいて2時間以上の通話の場合は一度切断いたします。 

 

第3 通話料・通信料 

項目 金額(税込) 

自動プレフィックス通話料 22円/30秒 

自動プレフィックス通話以外の国内通話 22円/30秒 

SMS送信料（国内） 3.3〜33円/通 

データチャージ（1GB） 550円 

※ナビダイヤル等の通話料は含みません。 

※データチャージは各回線（ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線）共通料金。 

※上記SMS送信料は、国内でのメッセージ送信に限ります。 

※国際SMS送信料は、ドコモ回線は50円〜/通、au回線、ソフトバンク回線は100円〜/通となります。 



※SMS送信料は、送信文字数に応じて料金が異なります。また、ご利用の機種またはアプリにより1回に

送信可能な文字数が異なります。 

※電報サービス、時報サービスその他特番系サービス等、音声通話機能に付随して提供されるサービス

を利用した場合には、当該サービスを提供する携帯電話事業者の契約約款等に定める料金と同額を音声

通話料として請求するものとします。 

第4 手続に関する料金 

費用項目 金額(税込) 

初期費用・契約事務手数料  3,300円 

SIMカード準備料 495円 

SIMカード再発行手数料  2,310円 

eSIM再発行手数料 1,650円 

※SIMカード準備料はeSIMの契約では発生しません。 

 

第5 ユニバーサルサービス料 1契約ごとに2円(2026年1月から) 

（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金

であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。 

第6 電話リレーサービス料 1契約ごとに：1円(税込) 

第2表 国際アウトローミング利用料  

1. 適用 

国際アウトローミング利用料の適用 

(1) 通信の種類 ア 国際アウトローミングにより利用できる通信の種類は、通話モード、ショートメッセ

ージ通信モードに限り、さらに、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事

業者ごとに異なるものとし、別表6に定めるところによります。 

（注1）国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、利用する外国の電気通信事業者

により異なります。 

（注2）注1の規定によるほか、国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、通信の状

況等により変動します。 

（注3）国際アウトローミングに係る通信の種類により、その外国の電気通信事業者の営

業区域が異なる場合があります。 

イ 国際アウトローミング機能は、ソフトバンク回線では利用できません。 



(2) 国際ローミング

利用料の適用等 

ア 国際アウトローミング利用料は、その通信の種類に応じて第18条（音声通話サービ 

スにおける国際アウトローミングの利用等）の規定により測定した通信時間、情報量

又は通信回数と2（料金額）の規定により算定した額を適用します。 

(3) 国際ローミング

利用料の 

区分の適用 

国際ローミング利用料の区分は、別表6に定めるその国際アウトローミングに係る外国の電

気通信事業者のグループ及び別表7に定めるその国際ローミングに係る電気通信回線へ着

信する通信に係る取扱地域に応じて適用します。 

2. 料金額 

ドコモ回線、au回線に契約の場合、国際アウトローミングオプションサービスは、通話・通信料

を除き、無料でご利用いただけます。 

 

第3表 番号案内料等 

1. 適用 

番号案内料等の適用 

(1) 番号案内接続通信 

料の適用 

相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は2 

（料金額）に規定する額を適用します。 

(2) 番号案内料等免除

者の取扱い等 

番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の

支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱 

います。 

 

2. 料金額  

区分 単位 料金額 

番号案内料 1電話番号等ごとに ご利用回線がドコモ回線またはソフトバンク回線の場合は税

込額440円、au回線の場合は税込額220円 

番号案内接続通信料  その契約者回線から番号案内事業者が提供する電気通信

サービスの契約者回線への通信に係る料金額と同額 

 

 

 

 

 



 

第4表 国際電話サービス料金 

第１ 通話料  

1. 適用 

通話料の適用 

(1) 通話の種類等 ア  通話には、次の種類があります。 

 種類 内容  

通話モード 主としておおむね3kHz の帯域の音声その他の音響の伝

送を行うためのもの 

デジタル通信

モード 

符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのも

のであって、通話モード以外のもの 

(2) 通話先区分の適用 通話料に係る通話先区分は、別表（取扱地域）に定めるところにより適用します。 

(2)の 2 本邦 と インマ ル

サットシステムに係

る移動地球局又は 

特定衛星携帯電話と

の間の通話の取扱い 

本邦とインマルサットシステムに係る地球通信局又は特定衛星携帯電話との間で行

われる通話については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯電話の所在地

にかかわらず、国際電話サービスに係る通話として取り扱います。 

(3) 平日昼間及びその他

の料金額の適用 

ア  平日昼間及びその他とは、次の時間帯をいいます。 

 区分 時間帯  

平日昼間 平日（土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）の規定により休日とされた

日並びに1月2日及び1月3日をいいます）以外の日をいい

ます）における午前8時から午後7時までの間 

その他 平日昼間を除く全時間帯 

イ  弊社が定める国際通話料は、本邦の暦及び時刻によります。 

 

 

2. 料金額 

2-1 2-2及び2-3以外のもの 

ドコモが定める「国際電話サービス契約約款」において国際通話料として定められた額と同額（不課

税） 

2-2 ソフトバンク回線利用に係るもの 



ソフトバンクが定める「4G 通信サービス契約約款」及び「5G 通信サービス契約約款」において通話

モードによる通信に係るもののうち、国際通信に係るものとして定められた料金額と同額（不課

税）。 

2-3 au回線利用に係るもの 

KDDIが定める「au(LTE)通信サービス契約約款」及び「au(5G)通信サービス契約約款」において

au国際電話に係るものとして定められた料金額と同額（不課税）。 

 

別表 

別表1 付加機能サービス 

種類 提供条件 

１.通信中着信機能（キャッチホン）、割込通話及び割

込通話サービス 

通信中に他から着信があることを知らせ、その契約

者回線に接続されている端末設備のボタン操作に

より、現に通信中の通信（通話モードによるものに

限ります。以下この欄において同じとします）を保

留し、次の通信を行うことができるようにする機能

をいいます。 

(1) 他の契約者回線からの着信に応答して通信を

行った後、再び保留中の通信を行うこと。 

(2) 他の契約者回線等へ接続して通信を行った後、

再び保留中の通信を行うこと。 

 



２.自動着信転送機能（転送でんわ）、転送電話及び着

信転送サービス 

その契約者回線に着信する通信（通話モードに限り

ます。以下この欄において同じとします）を、あら

かじめ指定された他の契約者回線等に、自動的に転

送する機能をいいます。 

(1) 通信時間は、この機能により転送される通信の相

手（以下「転送先」といいます）に接続して通信

できる状態にした時刻に、発信者の契約者回線と

この機能を利用している契約者回線との通信及び

その契約者回線と転送先との通信ができる状態に

したものとして測定します。 

(2) この機能により転送される通信の料金について

は、この機能を利用している契約者が支払いを

要します。 

(3) この機能を利用する場合において、転送が２回以

上にわたる等通常と異なる利用態様となるとき

は、通信品質を保証できないことがあります。 

(4) この機能に係る転送先の契約者から、その転送さ

れる通信について間違い通信のため、その転送が

行われないようにしてほしい旨の申出がある場合

であって弊社が必要と認めるときは、その転送を

中止していただくことがあります。 

(5) この機能により一定時間内にその契約者回線から

転送される通信の回数は、弊社が定める数以内と

します。 

(6) この機能を利用している契約者回線への通信又は

この機能により転送される通信については、電波

が伝わりにくい等のため、契約者回線に接続され

ている移動無線装置が在圏する地域を取扱所交換

設備で確認できないときは、その直前に確認でき

た地域に在圏するものとみなして取り扱います。 

(7) この機能と留守番電話機能は同時に設定できませ

ん。この機能の利用を設定した場合、留守番電話

機能は自動的に停止されます。 

 



３.留守番電話及び不在案内機能、留守番電話(無料)、

留守番電話プラスならびにお留守番サービス留守番電

話及び不在案内機能は、その契約者回線に着信した通

信（通話モードによる通信に限ります）のメッセ

ージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はそ

の契約者回線に着信した通信（通話モードによる

ものに限ります）に対し、あらかじめ登録したメッ

セージにより不在等を案内する機能をいいます。 

留守番電話(無料)ならびに留守番電話プラスは、そ

の契約者回線に着信した通信（通話モードによる通

信に限ります）のメッセージの蓄積及び蓄積したメ

ッセージの再生又はその契約者回線に着信した通

信（通話モードによるものに限ります）に対し、

あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案

内する機能をいいます。留守番電話プラスは、前

述の機能に加え、着信通知機能及び録音・再生拡張

機能をいいます。 

(1) 蓄積したメッセージは、弊社が別に定める時間が

経過した後、消去します。 

(2) この機能の利用の中止等があったときは、既に蓄

積されているメッセージが消去されることがあり

ます｡この場合、消去されたメッセージの復元は

できません。 

(3) メッセージの再生等弊社が別に定める機能の利用

のために行った通信（弊社が別に定める協定事業

者が提供する電気通信サービスの契約者回線等か

らの通信を含みます）に係る料金は、この機能を

利用している本サービス契約者が支払うものとし

ます。この場合において、その通信が協定事業者

が提供する電気通信サービスの契約者回線又は公

衆電話の電話機等からの通信であるときは、その

通信に関する料金は、弊社が請求するものとし、

料金に関するその他の取扱いについては、この約

款に定めるところによります。 

(4) メッセージの再生等弊社が別に定める機能の利用

のために、その機能の提供を受けている本サービ

スの契約者回線から行った通信の料金は、その通

信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電気

通信サービスの契約者回線への通信とみなして適

用します。 

(5) この機能を利用している契約者回線への通信につ

いては、電波が伝わりにくい等のため、契約者

回線に接続されている移動無線装置が在圏する

地域を弊社が確認できないときは、その直前に

確認できた地域に在圏するものとみなして取り

扱います。 

(6) 蓄積できるメッセージの数、１のメッセージの蓄

積時間その他の提供条件については、弊社が別に

定めるところによります。 

(7) この機能と自動着信転送機能及び転送電話は同時

に設定できません。この機能の利用を設定した場

合、自動着信転送機能及び転送電話は自動的に停

止されます。 



４.迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ストップサー

ビス）、ナンバーブロック機能及び迷惑電話撃退サ

ービス 

弊社又は協定事業者が提供する電気通信サービス

の契約者回線又は公衆電話の電話機等（弊社が別に

定めるものに限ります）の契約者識別番号等を登録

することにより、登録された契約者識別番号等から

の以後の着信（通話モードによるものに限ります。以

下この欄において同じとします）に対しておことわ

りする旨の案内を自動的に行う又は切断を行う機能

をいいます。なお、ソフトバンク回線契約者につい

ては、通話モードによる通信に限ります。 

(1) 本サービス契約者が登録できる契約者識別番号等

の数は、弊社が別に定める数以内とします。 

(2) (1)に規定する数を超えて登録しようとするとき

は、登録されている契約者識別番号等のうち、

最初に登録されたものから順に消去して登録し

ます。 

(3) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等か

らの着信に対しておことわりする旨を案内する場

合、着信した時刻から弊社が別に定める時間が経

過した後、その通信を打ち切ります。 

(4) (3)に規定する通信に関する料金は、契約者が、支

払っていただきます。 

(5) 弊社は、弊社の電気通信設備の保守上又は工事上

やむを得ないときは、現に登録されている契約者

識別番号等を消去することがあります。 

(6) 弊社は、現に登録されている契約者識別番号等か

らの着信に対しておことわりする旨の案内を行う

こと又は切断を行うことに伴い発生する損害につ

いては、責任を負いません。 

(7) 契約者識別番号等の登録方法その他の提供条件に

ついては、弊社が別に定めるところによります。 

５.国際アウトローミング機能 

ソフトバンク回線及びau回線以外の本 SIMカードを

装着した移動無線装置が、国際アウトローミングに

係る営業区域に在圏していることを確認し、その契

約者回線に着信（通話モード又はショートメッセージ

通信モードによるものに限ります）があった場合に

は、その通信をその国際アウトローミングに係る電

気通信回線へ転送する機能をいいます。 

(1) 国際アウトローミングに係る電気通信回線への転

送は、弊社が提供する国際電話サービスを利用し

て行います。 

(2) この機能の利用に係る通信の料金については、発

信者の契約者回線からこの機能を利用している本

サービスの契約者回線への通信（弊社がその直前

に確認できた日本国内の地域に在圏するものとみ

なして取り扱います）と、その契約者回線から弊

社が提供する国際電話サービスを利用して行った

国際アウトローミングに係る電気通信回線への通

信があったものとみなして取り扱います。 

６.チャージサービス 

別紙料金表第1表第1（月額基本使用料）に定める

プランのうち、チャージサービスに対応したプラ

ンの契約者がワイヤレスデータ通信において、弊

社の定める通信データ量までの通信を、別途弊社

が定める通信速度にて利用するサービスをいいま

す。 

(1) チャージには、以下の種別があります。 

名称：データチャージ（1GB） 

利用可能通信データ量：1GB 

(2) チャージの利用期限は、チャージした日を含む料 

金月の3か月後の末日までとします。 

(3)  チャージ利用可能通信データ量が残っている場

合でも、利用期限を過ぎたものについては、一切

の利用権利を失います。 



別表2 新聞社等の基準 

区別 技術基準及び技術的条件 

1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、

あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000部以上であること。 

2 放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放 

送法（昭和47年法律第114号）第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自

主放送を行う者 

3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、

又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報（広告を除きます）をいいます）

を供給することを主な目的とする通信社 

 

別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象機関

水防機関

消防機関 

災害救助機関 

秩序の維持に直接関係がある機関

防衛に直接関係がある機関 

海上の保安に直接関係がある機関

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信役務の提供に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関 

別表2に定める基準に該当する新聞社等の機関

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

機関名 



 

別表4 他社相互接続通信に係る協定事業者 

協定事業者 内容 

1 固定電気通信事業者 2から4以外の電気通信事業者 

2 ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービス

を提供する協定事業者 

3 携帯電話事業者 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービス

を提供する協定事業者 

4 国際電気通信事業者等 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 

※注）弊社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、弊社が指定する本サービス取扱所において閲覧に供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表5 相互接続通信の料金の取扱い 

1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの 

（1）（2）以外のもの 

接続形態 料金の取扱い等 

1 発信側の電気通信設備 

：弊社の契約者回線 

 

着信側の電気通信設備 

：携帯電話事業者に係る電気通信設備 

料金設定事業者 

：弊社 

料金を請求する事業者 

：弊社 

料金の支払いを要する者 

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に

関するその他の取扱い 

：この規約に定めるところによります。 

2 発信側の電気通信設備 

：携帯電話事業者に係る電気通信設備 

 

着信側の電気通信設備 

：弊社の契約者回線 

料金設定事業者 

：携帯自動車電話事業者料金を

請求する事業者 

：携帯自動車電話事業者料金の

支払いを要する者 

：携帯電話事業者の契約約款に規定する者料金に

関するその他の取扱い 

：その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 

3 発信側の電気通信設備 

：弊社の契約者回線 

着信側の電気通信設備 

：固定電気通信事業者に係る電気通信設備 

料金設定事業者 

：弊社 

料金を請求する事業者 

：弊社 

料金の支払いを要する者 

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に

関するその他の取扱い 

：この規約に定めるところによります。 



4 発信側の電気通信設備 

：固定電気通信事業者に係る電気通信設備 

 

着信側の電気通信設備 

：弊社の契約者回線等 

料金設定事業者 

：弊社又は固定電気通信事業者料金を

請求する事業者 

：固定電気通信事業者 料金の支

払いを要する者 

：その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に

関するその他の取扱い 

：その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところにより

ます。 

5 発信側の電気通信設備 

：弊社の契約者回線 

 

着信側の電気通信設備 

：ＰＨＳ事業者に係る電気通信設備 

料金設定事業者 

：弊社 

料金を請求する事業者 

：弊社 

料金の支払いを要する者 

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に

関するその他の取扱い 

：この規約に定めるところによります。 

6 発信側の電気通信設備 

：ＰＨＳ事業者に係る電気通信設備 

 

着信側の電気通信設備 

：弊社の契約者回線 

料金設定事業者 

：ＰＨＳ事業者 

料金を請求する事業者 

：ＰＨＳ事業者 

料金の支払いを要する者 

：そのＰＨＳ事業者の契約約款に規定する者料金に

関するその他の取扱い 

：そのＰＨＳ事業者の契約約款に定めるところによります。 

 

（2）本邦外との間に係る相互接続通信（弊社が提供する国際電話サービスに係るものを除きます）

その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款におい

て定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者

の契約約款に定めるところによります。 

 

2  1以外のもの 

（1）（2）以外のもの 

ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き弊社が定めることとし

ます。 

イ  契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。 

ウ  他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契

約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。ただし、通信の料金を着信のあった契約者

回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった

契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。 



（2）データ通信モードによる相互接続通信 

契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。 

 

別表6 国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者  

ドコモが定めるFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款及び5Gサービス契約約款における

「国際ローミングに係る外国の電気通信事業者」に定めるものと同じ。 

 

別表7 国際電話サービス取扱地域  

1 2及び3以外のもの 

ドコモが定める「国際電話サービス契約約款」における取扱地域に定めるものと同じ。 

2 ソフトバンク回線利用に係るもの 

ソフトバンクが定める「4G 通信サービス契約約款」及び「5G 通信サービス契約約款」にお

いて国際通信地域区分における地域の範囲として定めるものと同じ。 

3 au回線利用に係るもの 

KDDIが定める「au(LTE)通信サービス契約約款」及び「au(5G)通信サービス契約約款」におい

てau国際電話に係るものの通話先区分として定めるものと同じ。 

 

別表8 国際ショートメッセージ送信可能な海外事業者及び本邦外の電気通信事業者  

1-1 1-2及び1-3以外のもの 

ドコモが「国際SMS」サービスにおいて定める「送受信できる相手先の国・地域と海外通信

事業者」と同じ 

 

1-2 ソフトバンク回線利用に係るもの 

ソフトバンクが「国際メール（SMS）」において定める「サービスエリア」と同

じ  

 

1-3 au回線利用に係るもの 

KDDIが「国際SMS」サービスにおいて定める「送受信できる相手先」と同じ 

1-4 共通事項 



1．上記以外に国際ショートメッセージの利用による通信を行うことができる本邦外の電気

通信事業者があります。この場合において、その通信に関する料金については、弊社

が別に定めるところによります。 

2．弊社は、国際ショートメッセージの利用に関して、相互接続点を介して接続している電

気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

3．国際ショートメッセージは、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めると

ころによりその取扱いが制限されることがあります。 

 

【個人情報取扱窓口 / お問い合わせ窓口】  

横浜DeNAベイスターズ BAY☆MOBILE事務局  

 

・メールアドレス baymobile_info@denabaystars.co.jp  

※受付時間：24時間365日  

※返信時間：原則、土日祝・年末年始を除く10:00〜18:00  

※お客様のご契約内容や各種お手続に関するお問合せにつきましては、サービス内のお問合せフォーム

(https://www.baystars.co.jp/contact/)よりご連絡ください。  

 

・電話番号：050-3642-5063  

※受付時間：10:00〜18:00（土日祝・年末年始を除く） 

mailto:baymobile_info@denabaystars.co.jp

